
■引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）の使途について

□令和５年度予算における地方消費税交付金 １，２００，２００千円

　　　　　うち社会保障財源化分 ６５４，６５５千円

□社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

国府支出金 市債 その他
引き上げ分の
地方消費税

社会福祉費 老人福祉対策費 6,254 39 0 663 5,552 1,332

障害者総合支援法事業費 1,399,714 1,049,784 0 0 349,930 84,871

地域生活支援事業費 62,558 28,149 0 0 34,409 8,345

障害者福祉対策費 44,760 33,432 0 0 11,328 2,710

障害者医療費 132,274 67,045 0 0 65,229 15,236

生活困窮者自立支援事業費 6,600 4,950 0 0 1,650 400

児童福祉費 児童福祉総務費 1,127,435 810,255 0 397 316,783 75,834

母子福祉対策費 50,055 28,112 0 24 21,919 4,998

子ども福祉対策費 141,302 29,975 0 60,733 50,594 11,155

生活保護費 生活保護費 1,068,518 824,223 0 34,259 210,036 50,942

保健衛生費 予防費 3,805 2,735 0 0 1,070 209

母子事業費 2,205 1,650 0 10 545 131

国民健康保険費 国民健康保険費 454,581 325,972 0 0 128,609 31,193

社会福祉費 介護保険費 718,623 60,302 0 0 658,321 159,668

社会福祉費 後期高齢者医療費 1,006,086 150,009 0 0 856,077 207,631

6,224,770 3,416,632 0 96,086 2,712,052 654,655合　　計

社会福祉

保健衛生

社会保険

区　　分
令和５年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

　本市令和５年度当初予算における、地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる、社会保障４経費
（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経
費）その他社会保障施策に要する経費は、以下のとおりになります。


